
2C33 鉱工業技術研究組合 4 0 年の推移 

0 吉川崇史郎 ( 技術研究組合フェムト 秒テクノロジー 研究機構 ) 

はじめに 進 した。 工業技術院においても、 業界団体が行 う共 

鉱工業技術研究組合は 1961 年に初めて設立され 同研究に対しては 優先的に鉱工業技術研究補助金 

て 以来、 これまでに 160 組合 1 を数える一方、 その制 ( 以下、 補助金 ) を交付することとしていた。 

度設計として「特定の 志を共有する 企業が排他的に (1) 自動車部品関係研究組合 
組合を結成して 特定の研究開発計画を 共同して遂 56 年に日本自動車部品。 工業会により 自動車用 濾 

行し、 目的を達した 暁には解散する」双提となって お 器 工業研究組合が 法人格のない 任意団体として 4 

り 、 解散した組合も 2002 年 3 月末までに 114 組合に 組合員で発足した。 これがわが国において「研究組 

達している。 このように新陳代謝が 激しい組合につ 合」という名称を 使った始まりであ る。 

いて、 鉱工業技術研究組合運営懇談会の 作成資料 53 年にイギリスの 研究組合を調査した 杉本機械試 

( 参考文献 [1][2]) を参考にしっ っ 、 当初から 40 年間 験所長 ( 当時 ) がこの制度を 高く評価して 導入に努め、 

の 全組合の設立・ 解散及び所管省庁のデータを 基 同試験所の技術指導を 受けていた自動車用部品。 メ 

・に、 組合の設立・ 解散に係わる 動向や運営に 参考 と ーカによってこの 研究組合が誕生した。 引きつづき、 

なる情報を分析、 抽出し、 整理した。 3 つの研究組合が 発足し、 重要なすべての 自動車 

なお、 鉱工業技術研究組合 ( 以下、 組合 ) は、 法律 部品について 4 研究組合による 研究開発が補助金 

に 基づき、 経済産業大臣及び 研究成果が直接利用 の交付を受けつっ 業界をあ げて実施された。 しかし、 

される事業の 所管大臣が認可して 設立される非営利 71 年に解散するまで 鉱工業技術研究組合法の 認可 

法人であ るが、 公益法人ではなく、 組合員共同の 利 を受けなかった。 

益を追求するので、 会社に近い性格を 持っている，。 (2) カメラ工業技術研究組合 

1  わが国における 研究組合の始まり 54 年に日本写真機工業会が 発足、 その生産技術 

1948 年 ( 以下、 48 年 ) 、 商工省 (49 年から通商産 専門委員会が 中心となり、 補助金の交付を 受け、 機 

業省 ) の外局であ る工業技術庁 (54 年から工業技術 械試験所及び 応用物理学会光学懇話会の 学識経 

院 ) が 50 年に 3, 000 万円の予算で 鉱工業技術研究 験者による指導を 受けっ っ 、 本格的な技術研究を 

補助金交付制度を 創設し、 民間企業における 応用 開始、 56 年、 この事業を引きついで、 任意団体の力 

研究、 工業化試験、 機械の試作などに 対し、 30% ～ メラ工業技術研究組合が 設立された。 

50% の補助を行 う こととし、 広く産業界から 補助金交 62 年に認可を受け、 光学工業技術研究組合 (41 

付 申請を公募した。 当時の企業は 独力で研究開発 組合員 ) になると同時に、 研究内容はより 高度なもの 

を行 うに 十分な経営基盤が 確立されていなかったた となり、 併せて工業標準化、 技術資料の収集編纂、 

め 、 工業会などの 業界団体等が 纏め役となり、 国立 技術教育等の 事業を開始し、 81 年に解散した。 

試験研究所あ るいは大学の 指導を受け、 資金、 人材、 (3) 高分子原料開発技術研究組合 
施設等の効率的な 運用が可能となる 共同研究を推 補助金の交付を 前提として設立準備がなされ、 化 

学、 機械、 鉄鋼等のメーカ 23 社により高分子原料開 

l 分析では、 他省庁所管で 解散時期が不明の 2 件 
発 技術研究組合が 59 年に設立された。 この研究 組 

を 除外したため、 設立総数が 158 となっている。 合は、 業界団体に関係なく、 異なった業種であ る ュ 

，組合は、 組合員のために 試験研究、 成果管理、 技 一ザと メーカが共同研究を 行 う ものであ り、 それまで 

術 指導、 試験研究施設貸与、 附帯事業が行える。 の業界団体が 取り纏めた同一業種の 企業による 共 
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同研究と全く 異質な共同研究の 類型が生まれた。 

業界団体が取り 纏めた同一業種の 研究組合にお 

いては工業会が 法人としての 業務を代行し、 補助金 

は研究組合に 伐 って工業会がその 交付を受けた。 し 

かし、 高分子原料研究組合の 場合は、 研究施設の 

場所を提供した 千代田化工建設 ( 株 ) が研究組合に 

伐 って補助金の 交付を受けたが、 組合が法人格の 

な い 任意団体であ ったため、 その運営に当たって 多 

くの支障が発生した。 この研究組合が 鉱工業技術研 

究組合法制定への 重要な契機となり、 同法が 61 年 5 

月 6 日に公布、 20 日に施行され、 直ちに認可申請を 

行い、 10 月には認可第 1 号の法人格を 持つ組合と 

なり、 その後に設立された 組合のモデルとなった。 

2 鉱工業技術研究組合法成立後の 経過 

鉱工業技術研究組合法の 目的は「生産技術の 向 

上を図るため、 試験研究を共同して 行うために必要 

な組織について 定めるば 法 第 1 条 ) 」となっている。 

敷延 すれば、 共同研究は単独研究を 行う場合に比 

して、 資金、 人材、 研究施設等の 諸限界への対応、 
参加企業の技術特性の 総合的活用、 参加企業間の 

技術交流促進等のメリットがあ ることから、 共同研究 

体制の明確化、 各種税制上の 優遇措置により、 組合 

による共同研究を 推進することを 目的としている。 

同法が施行された 61 年度には「高分子原料技術 

研究組合」を 初めとして、 4 組合が設立された。 翌年 

度 には「光学工業技術研究組合」等 5 組合が設立さ 

れ、 技術研究組合制度は 順調にスタートはしたが、 

その後の組合の 設立は低調に 推移した。 

ところが、 工業技術院の 大型工業技術研究開発制 

度 (66 ～ 92 年度 ) に基づく大型プロジェクト「高温ガ 

ス利用による 直接製鉄」を 73 年 6 月に設立された 原 

子力製鉄技術研究組合が 受託したのを 契機に 、 組 

合の継続性、 組合企業間の 有機的連携性等のメリッ 

トが再認識されるよ う になり、 以後、 政府関係研究開 

発プロジェクトの 実施を主たる 目的としたものを 中心 

に 組合の設立が 盛んとなった。 

ただし、 少数ではあ るが、 自主運営型の 組合が現 

在も設立され、 活動していることは 重要な事実であ り、 

技術研究組合制度の 本質を見る上で、 忘れてはな 

らない。 

3 組合の設立・ 解散・現存状況の 推移 

上述の技術研究組合制度初期の 状況を踏まえっ 

つ 、 61 年度以来の組合設立数の 年度推移を見ると、 

図 1 のとおり、 組合の設立数は、 86 年度の 13 件 ( 経済 

省 7 件、 他省庁 6 件 ) をピークに、 近年は再び長期的 

減少傾向で推移してきている。 特に、 ここ 4 年間は毎 

年 2 件の設立で、 それ以前に比して 少ない。 図では 

省略したが、 経済 省 所管では、 83 年度 10 件を ヒ一ク 

として、 5 年間のうちに 年間 t 件にまで急減し、 その後 

年間 2 件程度、 ここ 6 年間は年間 1 件程度という 長期 
的 減少傾向があ る。 他省庁でも、 86 年度 6 件をピーク 

として、 その後年間 2 ～ 3 件で推移していたがここ 3 年 

間は年間 0 ～ 1 件 程度に減少している。 

しかしながら、 最近の情報では、 2002 年に入って 

8 月までに、 経済 省 所管の 3 組合が相次いで 設立さ 

れ、 設立数は当面下げ 止まった。 
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組合当初設立以来 2002 年 3 月末までの累計で 設 

立Ⅰ解散Ⅰ現存状況を 省庁別に見ると、 経済 省 所 

管の組合は、 114 もの設立をみたが、 解散数も 91 あ り、 

設立 数の 20% 、 23 組合が現存しているにすぎない。 

一方、 他省庁所管では、 設立は 44 にすぎないが、 解 

散も 21 と少ないため、 設立 数の 56% 。 、 23 組合が現 

存しており、 経済 省 所管と同数であ る。 また、 この現 

存組合数の推移を 図 1 で見ると、 現存組合 致がピ一 

クの 70 組合であ った 89 年度に、 経済 省 所管の組合 

数は 56 、 他省庁所管が 14 であ った。 それが、 2001 

年度末には、 経済 省 所管が 6 割減となる一方で、 他省 

庁所管は 5 割増加している。 

この組合数の 推移を見ると 10 年間も経済 省 と他省 

庁とが逆の政策をとってきているかのようで 不自然に 

図 2 組合存続年数の 分布 
い 990 年度以双 ) 
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80 年代は国際技術摩擦が 発生し、 基礎研究ただ 

乗りを 批半 l 捲 れ、 わが国もようやく「キャッチアップ、 ナ 

ンノ Ⅴ 一 ワン」戦略から「フロントランナー、 オンリーワ 

ン」戦略を目指して、 基礎研究を重視する 方向に急 

速 に政策転換した 時代であ り、 工業技術院では 81 

午に次世代産業基盤技術開発制度が 開始された。 

同制度で は 、 基礎研究から 創めて実用化可能性を 

見極めるまでの 研究成果を出すには 10 年間が相場 

であ り、 いきおい研究計画期間が 長期化する傾向に 

あ った。 この流れは、 90 年代半 は 頃 まで続いた。 

そ 二で、 81 年度に 10 年計画の基礎的研究プロジ 

ェクト遂行を 目的として設置された 組合は、 90 年度 

前後にプロジェクト 終了を迎える 時期に当たるので、 

90 年度以双解散と 91 年度以降解散とを 分けて、 解 

散した組合の 存続年度数の 頻度分布を整理した。 90 

年度以双解散 ( 図 2) では、 年度数が 7 、 9 、 13 に ピ一 

クが 分散していたが、 91 年度以降解散 ( 図 3) では、 

みえる。 しかし、 この現象は、 詳細に見れば、 本節冒 

頭で紹介したとおり 他省庁における 組合設立数の 減 

少が経済 省 よりも開始が 遅く緩やかだったこと、 およ 

び第 4 節で述べるよ う に全省庁で組合存続期間が 長 

難化したという 要因により、 他省庁所管の 組合 致 が過 

渡的に増大し 続けてきたにすぎない。 したがって、 他 

省庁においても、 最近 3 年間の組合設立数の 低迷に 

伴い、 ついに所管組合数の 減少傾向が図 1 のように 

現れ始めたものと 説明できる。 

4 組合存続年数の 変化 

組合は、 その性格上、 当初の共同研究開発計画期 

間とほぼ同じ 存続期間で解散しているケースが 多 い 

はずであ る。 そこで、 解散した組合のデータでそれを 

検証した。 

図 3 組合存続年数の 分布 
(l99l 年度以㈲ 
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明らかに分布形状が 異なり、 予想したとおり。 こ 年度数 

針 12 の存続期間に 出現数のピークが 現れている     

政府関連研究開発プロジェクトのあ りよ う の変化に 

対応して、 組合が設立・ 解散されてきたことを 実績デ 

ータが示しており、 制度創設当初の 目的におおむね 

沿って運営されてきたといえる。 

5 設立Ⅰ解散 月 の一般的基準 

組合の設立や 解散には、 さまざまな要因が 関係し 

てくる。 その要因のうち、 多くの組合に 共通し、 かっ 

強く働くものがあ れば、 設立Ⅰ解散を 検討する際に 

都合がよい月の 一般的基準 ( 出発点 ) を実績データ 

から見出すことができるはずであ る。 

図 4 のとおり、 設立 円 では 9 月が 160 件 中 R3 件 

(20%) と統計的に有意 (p<5%) に突出していた。 国か 

らの補助を受けるとすれば、 予算成立～契約の 刊 ll 頁 

を踏むと、 設立時期が 9 月になるケースが 多かった t, 

のと考えられる。 
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図 4 設立 月 / 解散月の分布状況     
(l960 一 22001     160i 牛 ) (1960-2001:1124 牛 ) (l960-2001:50 件 ) 
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解散兵 は ついては、 統計上有意差がなかったので、 大きく低下した [3l とされる時期と 重なっている。 

「存続期間が 会計年度数と 一致する場合」を「年度 そして、 産業競争力戦略会議において、 国際競争 
内 解散」、 「存続期間が N 年に満たないのに、 会計年 力強化のために、 従来の「自双主義」による 研究開発 
度で数えると (N+1) 年度にわたっている 場合」を は技術革新の 加速化等を背景として 限界となって お 
「翌年度解散」と 定義して区分した。 すな む ち 、 国から り 、 積極的アライアンス、 産学官連携等の 的確な研究 

の補助を受けるときは、 事業終了後解散までの 整理 開発マネージメントで 積極的に研究開発に 取り組ん 
期間として年度末を 超える必要があ ったと見て区別 でいく必要があ る [3l との委員発言が 紹介されている。 

した。 その結果、 統計上有意 (p<5%) となって現れ、 まさに、 第 1 節で紹介した 研究組合の始まりと 類似の 
図 4 に見るとおり、 「年度内解散」の 場合は、 決算期が ことを今後に 向けて行 う必 、 要があ るという趣旨であ る。 

3 月であ ることから、 70% 近くが 3 月解散となっている。 近年の組合の 運営が、 時代の移り変わりとともに、 

「翌年度解散」の 場合には、 通常総会が 5 月に執り 付 研究組合の始まりの 頃 とは既に異なってしまって い 

われるケースがほとんどであ ることから、 半数近くが 5  る 可能性があ るが、 温故知新、 今後、 国際競争力強化 
月解散にしていた。 のための課題を 担 う 研究開発組織体となる 能力を秘 

さらに、 この市区分の 50 件と 62 件という拮抗した めていると期待できそうであ る。 
実績が、 時代を超えた 継続性あ る傾向の表れなのか まとめ 
を 調べるために、 年度別に集計してみた。 集計結果 これまでほとんど 知られていなかった 研究組合の 

の表示を省略するが、 80 年代に約 10 件の差が累積 始まりとその 運営のタイプ、 経団連の高い 評価、 90 
形成され、 90 年代は、 年度内解散と 翌年度解散がほ 年代を通じた 凋落、 組合運営の特徴を 分析、 整理し 
ぼ 同件数発生していた。 すなわち「組合解散のタイミ た 。 そして今、 組合は初心に 立ち返り、 「組合員共同 

ング として、 年度内か翌年度かは 甲乙つけ難い」とい の利益を追及する 非営利の認可法人」であ るという 
うのが、 ここ 10 年間の平均的判断であ った。 特異ではあ るが本質的な 特徴を生かすことにより、 

6 技術研究組合制度の 今後についての 考察 再び競争力強化に 向かうための R&D ツールの ひこ 

89 年 12 月に経済団体連合会産業技術委員会が 、 っとしての役割を 担えるであ ろうことを見出した。 
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